
JP 2010-66065 A 2010.3.25

10

(57)【要約】
【課題】位置及び速度の両方を検出できるセンサを提供
する。
【解決手段】センサは、所定方向に延在する形状を有し
、両端に反対極性の磁極が配置された第１の磁石、及び
、側面上の両端から離れた領域に極性が繰り返し反転す
るパターンで延在方向に磁極が並んだ第２の磁石を含む
磁石部材と、内部に磁石部材が入り込んだコイルと、コ
イルの内部に、第２の磁石と対向して配置された磁気セ
ンサと、コイルに対し相対的に磁石部材が延在方向に関
して移動可能となるように、コイル及び磁石部材の少な
くとも一方を保持する保持機構とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定方向に延在する形状を有し、両端に反対極性の磁極が配置された第１の磁石、及び
、側面上の前記両端から離れた領域に極性が繰り返し反転するパターンで延在方向に磁極
が並んだ第２の磁石を含む磁石部材と、
　内部に前記磁石部材が入り込んだコイルと、
　前記コイルの内部に、前記第２の磁石と対向して配置された磁気センサと、
　前記コイルに対し相対的に前記磁石部材が前記延在方向に関して移動可能となるように
、該コイル及び該磁石部材の少なくとも一方を保持する保持機構と
を有するセンサ。
【請求項２】
　さらに、前記磁気センサの前記コイル側に、磁気シールド部材が配置されている請求項
１に記載のセンサ。
【請求項３】
　さらに、前記磁石部材の延在方向の位置に応じて出力された前記磁気センサからの出力
信号を、振幅が該延在方向の位置に関して均一に近づくように処理する信号処理手段を有
する請求項１または２に記載のセンサ。
【請求項４】
　前記磁気センサは、磁気抵抗効果型素子である請求項１～３のいずれか１項に記載のセ
ンサ。
【請求項５】
　所定方向に延在する形状を有し、両端に反対極性の磁極が配置された第１の磁石、及び
、側面上の前記両端から離れた領域に極性が繰り返し反転するパターンで延在方向に磁極
が並んだ第２の磁石を含む磁石部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センサ及びそれに用いられる磁石部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、演奏者の鍵操作に対して所望のタッチ感を与える力覚制御装置を備えた鍵盤楽
器において、フィードバック制御のために、位置センサや速度センサが用いられている（
例えば特許文献１参照）。例えば特許文献１に開示された鍵盤楽器では、位置センサと速
度センサとが別々に用意されている。
【０００３】
　位置センサとして、例えば、グレースケールと光電センサを組み合わせたものがあり、
光電センサの出力電圧変化から、グレースケール（に接続された部材）の位置が検出され
る。また、速度センサとして、例えば、永久磁石とコイルを組み合わせたものがあり、コ
イルに発生した誘導起電力から、永久磁石（に接続された部材）の速度が検出される。な
お、位置センサのみを用いて、検出された位置の時間微分から速度を算出することもでき
るが、このような方法は、逐次的平均速度の検出となり、精度良い速度情報を求めること
が難しい。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１９５６１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の一目的は、位置を検出でき、例えばさらに速度を検出できるセンサ、及び、そ
のようなセンサに利用することができる磁石部材を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明の第１の観点によれば、所定方向に延在する形状を有し、両端に反対極性の磁極
が配置された第１の磁石、及び、側面上の前記両端から離れた領域に極性が繰り返し反転
するパターンで延在方向に磁極が並んだ第２の磁石を含む磁石部材と、内部に前記磁石部
材が入り込んだコイルと、前記コイルの内部に、前記第２の磁石と対向して配置された磁
気センサと、前記コイルに対し相対的に前記磁石部材が前記延在方向に関して移動可能と
なるように、該コイル及び該磁石部材の少なくとも一方を保持する保持機構とを有するセ
ンサが提供される。
【０００７】
　本発明の第２の観点によれば、所定方向に延在する形状を有し、両端に反対極性の磁極
が配置された第１の磁石、及び、側面上の前記両端から離れた領域に極性が繰り返し反転
するパターンで延在方向に磁極が並んだ第２の磁石を含む磁石部材が提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　第１の観点のセンサにおいて、例えば、第１の磁石の速度に応じてコイルに発生する誘
導起電力が変化することにより磁石部材の速度を検出することができる。また、第２の磁
石の位置に応じて磁気センサの出力が変化することにより、磁石部材の位置を検出するこ
とができる。
【０００９】
　第２の観点の磁石部材は、第１の観点のセンサに利用可能であり、例えば、１つの磁石
部材により位置と速度の双方を検出する構成を可能とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　まず、本発明の実施例による位置速度検出装置について説明する。
【００１１】
　図１Ａ及び図１Ｂは、それぞれ、実施例の位置速度検出装置の長さ方向概略断面図及び
横方向概略断面図である。例えば耐熱性樹脂で形成されたボビン(筒体)１の外側に電線が
巻回されて（例えば巻数１０００程度）、速度検出用コイル２が形成されている。
【００１２】
　ボビン１の長さ方向に長い棒状の磁石部材３が、ボビン１の内側を長さ方向に関して移
動できるように配置されている。磁石部材３は、速度検出用磁石３ａと、位置検出用磁石
３ｂとを含んで形成される。
【００１３】
　速度検出用磁石３ａは、長さ方向に例えばフル着磁されて両端にＮ極とＳ極が配置され
た棒磁石であり、例えば、フェライトで形成され、直径４ｍｍ、長さ３０ｍｍのほぼ円柱
形状である。円柱の中心線に平行な面が露出するように円柱が一部切り落とされ、さらに
この面に、円柱の長さ方向に延在する溝３ｃが形成されている。
【００１４】
　溝３ｃに、プラスチックマグネット（プラマグ）材料が充填されており、充填されたプ
ラマグ材料が、速度検出用磁石３ａの長さ方向に交互にＮ極とＳ極が配置されるパターン
で着磁されて、位置検出用磁石３ｂが形成されている。位置検出用磁石３ｂの幅（溝３ｃ
の幅）は、例えば１．５ｍｍである。位置検出用磁石３ｂの着磁部分３ｄは、例えば、磁
石部材３の中央の長さ２０ｍｍ程度の部分であり、速度検出用磁石３ａの磁極が配置され
た両端部分から離れて配置されている。位置検出用磁石３ｂの隣接するＮ極とＳ極との距
離（着磁ピッチ）は、例えば６００μｍである。
【００１５】
　位置検出用磁石３ｂと対向するボビン１の内面上に、位置検出用磁気センサ４が配置さ
れている。位置検出用磁気センサ４として、例えば、フルブリッジ型の磁気抵抗効果型セ
ンサが用いられる。位置検出用磁気センサ４の寸法は、例えば、１ｍｍ～２ｍｍ程度であ
る。位置検出用磁気センサ４は、磁気シールド部材５を介してボビン１に取り付けられて
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いる。
【００１６】
　図１Ｃは、ボビン１と、それに取り付けられる磁気シールド部材５及び位置検出用磁気
センサ４を示す概略斜視図である。磁気シールド部材５は、内側の面に位置検出用磁気セ
ンサ４が例えば接着剤で保持され、外側の面が天面５Ｓを構成するシールド部分５ａと、
シールド部分５ａからそれぞれボビン１の長さ方向に前後に伸びたシールド部分５ｂ及び
５ｃを含んで形成される。磁気シールド部材５の長さ方向の寸法は、例えば５ｍｍ～６ｍ
ｍ程度である。シールド部分５ｂ及び５ｃは、シールド部分５ａから離れるにつれボビン
１の内側に入り込むように傾斜しており、シールド部分５ａの天面５Ｓよりも内側に配置
される。シールド部分５ａの天面５Ｓから両脇に突出する位置決め部Ａ１、Ａ２が設けら
れている。
【００１７】
　磁気シールド部材５として、飽和磁束密度の大きな高透磁率材料、例えば電磁軟鉄、４
５％パーマロイ等が用いられる。また、磁気シールド部材５は、ピン角を持たないように
形成するのが好ましい。
【００１８】
　ボビン１に、磁気シールド部材５をはめ込むための貫通孔ｈと、位置決め部Ａ１、Ａ２
がはめ込まれる凹みＢ１、Ｂ２が設けられている。磁気センサ４が取り付けられた磁気シ
ールド部材５を、位置決め部Ａ１、Ａ２がそれぞれ凹みＢ１、Ｂ２に当接するように、貫
通孔ｈに押し込み、ボビン１に磁気シールド部材５を例えば接着剤で固定する。天面５Ｓ
が、ボビン１の外面よりわずかにくぼむように、磁気シールド部材５が配置される。
【００１９】
　磁気シールド部材５を取り付けた後、図１Ａ、図１Ｂに示したように、ボビン１の外面
に電線を巻回して、速度検出用コイル２を形成する。天面５Ｓをボビン１の外面よりくぼ
ませたことにより、磁気シールド部材５と速度検出用コイル２との接触が避けられる。速
度検出用コイル２は、樹脂で固めて固定される。
【００２０】
　次に、速度検出動作について説明する。速度検出用コイル２が巻かれたボビン１の内部
を、磁石部材３が長さ方向に移動することにより、速度検出用磁石３ａの磁極から発生し
速度検出用コイル２を貫く磁束が時間的に変化し、速度検出用コイル２に誘導起電力が発
生する。誘導起電力は、速度検出用磁石３ａの速度、すなわち磁石部材３の速度に比例す
るので、速度検出用コイル２に生じた誘導起電力を測定して磁石部材３の速度を検出する
速度検出装置を構成することができる。なお、磁石部材３の移動の向きが反転すると、誘
導起電力の極性が反転する。
【００２１】
　図２Ａは、速度検出用コイル２に生じる誘導起電力の時間変化を概略的に示したグラフ
である。横軸が時間ｔを示し、縦軸が誘導起電力Ｖを示す。この例は、速度検出用コイル
２内で磁石部材３を等速度で動かす場合の起電力変化を示す。ただし、移動開始直後と移
動終了直前は、誘導起電力Ｖが時間ｔに対して直線的に増加、減少する等加速度運動をし
ており、その間で、誘導起電力Ｖが一定となる等速度運動をしている。
【００２２】
　なお、位置検出用磁石３ｂの着磁ピッチを例えば６００μｍ程度と狭くすることにより
、位置検出用磁石３ｂの磁極で発生した磁束はほとんどが位置検出用磁石３ｂの表面近傍
に留まり、速度検出用コイル２と鎖交することが抑制されるので、位置検出用磁石３ｂの
磁束に起因する速度検出への影響が低減される。
【００２３】
　次に、位置検出動作について説明する。磁石部材３が長さ方向に移動することにより、
位置検出用磁気センサ４の直下で、位置検出用磁石３ｂの着磁パターンが移動し、位置検
出用磁気センサ４の出力信号が変化する。
【００２４】



(5) JP 2010-66065 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

　図２Ｂは、磁石部材３の１ストロークの移動に伴う位置検出用磁気センサ４の出力信号
変化を概略的に示したグラフである。横軸が磁石部材３の位置を示し、縦軸が磁気センサ
４の出力を示す。位置検出用磁石３ｂの着磁ピッチごとに、位置検出用磁気センサ４の直
下に配置される磁極の極性が反転するので、位置検出用磁気センサ４の出力信号の極性も
反転し、出力信号が周期的に変化する。例えば、出力信号の周期変化の回数をカウントす
ることにより、磁石部材３の基準位置からの移動量を検出する位置検出装置を構成するこ
とができる。さらに、周期内の位相を検出することにより、より高精度の位置検出を行う
ことができる。
【００２５】
　ただし、磁石部材３の両端に近づくほど、外部磁束として加わる速度検出用磁石３ａの
磁束が大きくなり、位置検出用磁気センサ４の見かけ上の検出感度が低下する。つまり、
出力信号の振幅は、磁石部材３の両端から最も離れた中央部分で最大となり、中央部分か
ら離れるほど低下する。位置検出を行うために、出力信号を、磁石部材３の長さ方向の位
置に関して、振幅が均一化された波形としたい。
【００２６】
　本実施例では、位置検出における速度検出用磁石３ａの影響を低減させるために、位置
検出用磁石３ｂの着磁部分を、速度検出用磁石３ａの両端から離して配置している。さら
に、位置検出用磁気センサ４の外側を（位置検出用磁石３ｂと対向する面は覆わないよう
に）磁気シールド部材５で覆っている。これにより、速度検出用磁石３ａの磁極で発生し
た磁束が、磁気シールド部材５を通って外側に迂回し、磁気センサ４と位置検出用磁石３
ｂの間には入り込み難くなるので、速度検出用磁石３ａの磁束に起因する位置検出への影
響が低減される。
【００２７】
　しかし、これらの対策を施しても、磁石部材３の両端に近づくほど、速度検出用磁石３
ａの磁束の影響は大きくなるので、位置検出用磁気センサ４の信号出力の低下を完全に防
止することは難しい。
【００２８】
　従って、図２Ｃに示すように、必要に応じ端に近くノイズの大きい領域を除いた上で、
十分な大きさの信号出力が得られた領域については、位置に応じてゲイン調整をほどこし
、振幅の揃った波形を位置検出信号として生成する。例えば、磁石部材３の中央部分では
係数を最小の１とし、中央部分から離れるほど大きな係数を掛ける補正により、振幅の位
置による変動が低減された位置検出信号を生成することができる。補正の係数は、例えば
実験により求めることができる。位置ごとの係数を格納したテーブルをメモリに格納して
おき、位置検出信号の生成処理時に利用することができる。このような処理のために、例
えばコンピュータを用いた信号処理手段１０が用意される。また例えば、比較器の参照電
圧を位置に応じて変えることにより、振幅を均一に近づけることができる。
【００２９】
　以上説明したように、本実施例の位置速度検出装置は、１つの検出装置で位置と速度の
双方を同時検出することができる。例えば、この検出装置をシンセサイザー等の楽器の操
作子に用い、例えば、位置情報を制御情報として、楽音のビブラート深さを楽音発生時（
押鍵後）のリアルタイム制御で変更可とし、さらに速度情報をビブラート速さの制御情報
として使用する使い方が考えられる。次の押鍵では、前回の最終のビブラート深さ、速さ
データが引き継がれて発生し、操作子を再操作することにより、変更を行うようにできる
。なお、例えば、自動演奏ピアノのソレノイド、モーター（リニア）、その他、直線往復
運動する機構に利用することができる。
【００３０】
　なお、位置検出用磁石３ｂの着磁パターン及び位置検出用磁気センサ４として、公知の
磁気スケールに使われている種々の構成のものを用いることができる。なお、位置検出用
磁石３ｂの着磁部分の磁化方向は、垂直方向（厚さ方向）とすることも水平方向（面内方
向）とすることもできる。
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【００３１】
　なお、磁石部材３として、以下のような構成例も考えられる。例えば、両端に速度検出
用の磁極を配置し、側面に位置検出用の磁極パターンを配置した１本のフェライト部材で
磁石部材３を形成することもできる。
【００３２】
　また例えば、ステンレス等で形成された棒状の支持部材に、長さ方向に延在する溝を形
成し、この溝中にプラマグ材料を充填し、充填したプラマグ部材を長さ方向に磁化して両
端に速度検出用の磁極を配置し、さらにプラマグ部材の側面に位置検出用の磁極パターン
を配置することにより、磁石部材３を形成することもできる。
【００３３】
　なお、速度検出用コイル２及び位置検出用磁気センサ４に対し、磁石部材３が移動する
場合、つまり磁石部材３側の位置と速度を検出する場合について説明したが、磁石部材３
に対し、速度検出用コイル２及び位置検出用磁気センサ４が移動するようにして、速度検
出用コイル２及び位置検出用磁気センサ４側の位置と速度を検出する使い方もできる。速
度検出用コイル２及び位置検出用磁気センサ４と、磁石部材３とが、相対的に移動すれば
、位置速度検出装置として機能する。
【００３４】
　図３Ａは、速度検出用コイル２及び位置検出用磁気センサ４が固定され、磁石部材３が
移動する場合を示すダイアグラムであり、図３Ｂは、磁石部材３が固定され、速度検出用
コイル２及び位置検出用磁気センサ４が移動する場合を示すダイアグラムであり、図３Ｃ
は、磁石部材３と、速度検出用コイル２及び位置検出用磁気センサ４とが、それぞれ移動
可能な場合を示すダイアグラムである。
【００３５】
　なお、速度検出用磁石及び位置検出用磁石を含んで構成される磁石部材は、真っ直ぐな
棒状に限らない。例えばＵ状や、リングに切り込みの入ったほぼリング状等とすることも
、感度は低くなるであろうが、可能と考えられる。ただし、磁石部材は、その延在方向に
磁化されて両端に速度検出用の磁極が配置され、さらに、磁石部材の側面上には、極性が
繰り返し反転するパターンで延在方向に並んだ位置検出用の多数の磁極が配置される。（
相対的に）内部を磁石部材が移動する速度検出用コイルは、磁石部材の長さ方向に沿った
筒状の領域を画定する。
【００３６】
　なお、速度検出用コイル２と速度検出用磁石３ａとの組み合わせを、電磁アクチュエー
タとして利用することもでき、このような場合は、位置検出装置と電磁アクチュエータと
を備えた装置となる。なお、電磁アクチュエータとする場合は、必要に応じて可動領域を
制限するストッパ機構を設けることができる。
【００３７】
　次に、実施例の位置速度検出装置を応用した演奏操作子用アクチュエータユニットを有
する鍵盤楽器について説明する。
【００３８】
　図４Ａ及び図４Ｂは、アクチュエータユニットの構成例を示し、図４Ａはアクチュエー
タユニットの長さ方向概略断面図、図４Ｂは図４Ａの矢印Ａ方向から見た概略平面図であ
る。
【００３９】
　図４Ｂは、ヨーク１１において、複数のアクチュエータユニット１２ａ，１２ｂ…が保
持されたアクチュエータアセンブリを示す。各アクチュエータユニット１２ａ、１２ｂ…
は、例えばピアノ等の鍵盤楽器の各鍵に夫々対応して具備され、演奏者の鍵操作に対して
任意のタッチ感（反力）を与えることに利用される。
【００４０】
　図４Ａにおいて、１つのアクチュエータユニット１２ａが、その縦軸方向についての断
面図によって、その構造を詳細に示されている。各アクチュエータユニット１２ａ、１２
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ｂ…は、同様に構成されるもので、以下の説明においては、アクチュエータ１２ａの構成
要素についてのみ符号をとり、他を代表するものとする。
【００４１】
　アクチュエータユニット１２ａは、大別して、電磁ソレノイドからなるアクチュエータ
部２０と、アクチュエータ部２０の可動子の動作位置及び動作速度を検出するための位置
速度センサ部３０とから構成される。位置速度センサ部３０として、上記実施例の位置速
度検出装置を応用することができる。
【００４２】
　アクチュエータ部２０は、その周囲をヨーク１１に覆われており、各アクチュエータユ
ニット１２ａ，１２ｂ…の各アクチュエータ部が、当該ヨーク１１内に配設されることで
、複数のアクチュエータユニット１２ａ、１２ｂ…はヨーク１１に共通に保持されること
となる。アクチュエータユニット１２ａ（１２ｂ…）は、ヨーク１１の底面においてネジ
止め固定されたケーシング部材１３を有する。
【００４３】
　アクチュエータ部２０は、ヨーク１１内に配置された電磁ソレノイドコイル２１と、コ
イル２１軸心内に、双方向的直線移動可能に挿入された棒状のプランジャ（可動子）２２
を有する。コイル２１は、軸心が上下方向を指向する向きで配設され、その上下端がヨー
ク１１の上面及び底面に設けられた貫通孔に連なることで、当該貫通孔におけるプランジ
ャ２２の貫通を許す。プランジャ２２の上端からは、シャフト２３がプランジャ２２と同
軸に延び、このシャフト２３の先端に、対応する鍵に接触すべきシャフトヘッド２４が具
わる。
【００４４】
　また、プランジャ２２は、ケーシング部材１３内に配設されたバネ２５によって、常時
上向きに付勢されており、通常のアクチュエータ非駆動時（電磁コイル２１の通電オフ状
態）においても、バネ２５の付勢力によって図４Ａに示すような上死点位置に保持される
ようになっている。バネ２５は、プランジャ２２が自重によって下がらないように支える
ためのもので、その付勢力は、プランジャ２２の重みを支えるのに必要な強さだけ有し、
それ以上は余分な負荷が加わらない強さであることが好ましい。
【００４５】
　図示の例では、アクチュエータユニット１２ａは、タッチ付加用のアクチュエータとし
て構成されているため、プランジャ２２を下から支えるバネ２５が具備されている。この
アクチュエータユニット１２ａにおけるタッチ付加制御時の動作説明は後述する。なお、
当該アクチュエータの用途によっては（例えば、鍵の駆動用のアクチュエータとして装置
する場合等）、このバネ２５はなくてもよい。
【００４６】
　プランジャ２２の下端部には、位置速度センサ部３０の一構成要素たる棒状の磁石部材
３１が、プランジャ２２と同軸に延設される。ケーシング部材１３底面には、磁石部材３
１の貫通を許す孔部３１ａが設けられており、磁石部材３１はそこを貫通している。すな
わち、位置速度センサ部３０の一構成要素たる磁石部材３１は、プランジャ２２に対して
同軸的に連結されることでユニット化され、且つ、プランジャ２２の直線移動と一体的に
運動する。
【００４７】
　ボビン３２は、長さ方向がプランジャ２２の直線移動方向に沿う向きで、下部ケーシン
グ部材１３の下面に設置されており、その上端開口部が孔部３１ａに連なり、磁石部材３
１の侵入を許している。磁石部材３１は、プランジャ２２が直線変位すると、その変位と
一体的に、ボビン３２に対して相対的に侵入／後退動作する。
【００４８】
　ボビン３２の内面上に位置検出用磁気センサ３３が配置されているとともに、ボビン３
２の外面上に速度検出用コイル３４が巻回されている。磁石部材３１は、上述のように、
位置検出用磁石と速度検出用磁石とを含んで構成され、位置検出用磁気センサ３３が、位
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置検出用磁石の磁気パターンに対向する。位置検出用磁気センサ３３及び速度検出用コイ
ル３４の出力信号から、それぞれ、磁石部材３１の位置及び速度が検出される。磁石部材
３１は、プランジャ２２及びシャフトヘッド２４と一体的に移動するので、プランジャ２
２及びシャフトヘッド２４の位置及び速度が得られる。
【００４９】
　図４Ｂに示すように、アクチュエータユニット１２ａ、１２ｂ…は、互いに隣接するも
の同士の相対的位置を２列分散的（千鳥状）に違えて配列されている。アクチュエータユ
ニット１２ａ、１２ｂ…の各構成要素が、小型且つシンプルな構成で実現できるので、上
記配置例が可能となる。千鳥状配列により、互いに隣接する各アクチュエータユニット１
２ａ、１２ｂ…の相互間隔を十分に広くとることができるので、各ユニット１２ａ、１２
ｂ…のソレノイドコイルが共通ヨーク１１に覆われていても、磁気干渉による動作不整は
防止される。
【００５０】
　図４Ｃは、本応用例の鍵盤楽器における鍵とアクチュエータユニットとの配置関係を概
略的に示すダイアグラムである。複数の鍵の１つを代表させて示す。他の鍵についても同
様である。鍵４０は、回動軸４１を中心に回動するシーソー型の構造を有する。シャフト
ヘッド２４が対応する鍵４０の下面側の、回動軸４１の手前（演奏者側）の位置に当接す
るように、アクチュエータユニット１２ａが配置されている。この例の鍵盤楽器には、ア
コースティックピアノにあるようなアクション機構が備えられておらず、適当な押離鍵反
力は専らアクチュエータユニットによって得られる。
【００５１】
　アクチュエータユニット１２ａにより、対応する鍵にタッチ付加を行う動作について説
明する。アクチュエータユニット１２ａは、通常時（非駆動時）から図４Ａに示すように
、プランジャ２２がコイル２１内に進入した状態にある。このとき、シャフトヘッド２４
の先端は対応する鍵（レスト位置にある）に当接しており、演奏者が当該鍵を押鍵操作す
ると、これに連動して、プランジャ２２は下方へ変位しうる。
【００５２】
　アクチュエータ部２０に対して、ドライバ１００から駆動信号（電流）が供給され、コ
イル２１が通電されると、コイル２１にはプランジャ２２を吸引する力が生じるので、当
該プランジャ２２にはコイル２１内に引き留まろうとする力が作用する。これにより、当
該鍵の押鍵に対して反力を与え、操作者に対して鍵操作のタッチ感を与える。アクチュエ
ータ部２０に供給される駆動信号を可変することで、プランジャ２２を吸引する力を適切
に制御し、押鍵操作に対して任意のタッチを付加できる。例えば、アコースティックピア
ノのようなハンマやアクション部材のない機構の鍵盤であっても、これらがあるかのよう
なタッチで演奏を行うことができる。
【００５３】
　アクチュエータによるタッチ付加制御を的確且つ高精度で実現するには、プランジャ２
２の動きをセンシングして得るところのフィードバック信号（検出信号）の質が極めて重
要な要素となる。実施例の位置速度検出装置を応用したアクチュエータユニット１２ａで
は、プランジャ２２の位置情報及び速度情報を同時に実測でき、この２つの実測値をフィ
ードバック信号として利用することができる。これにより、精度の高いフィードバック制
御を実現することができ、タッチ付加制御の性能を向上させることができる。
【００５４】
　なお、タッチ付加のためにアクチュエータを駆動する力Ｆは、下記運動方程式によって
与えられる（特開２００５－１９５６１９号公報の「発明を実施するための最良の形態」
の欄参照）。
Ｆ＝ＭＸ”＋ΡＸ’＋ＫＸ・・・（式１）
（式１）において、Ｘは位置情報、Ｘ’は速度情報、Ｘ”は加速度情報、Ｍは質量、Ρは
粘性係数、Ｋはバネ係数である。本応用例のアクチュエータユニットでは、位置速度セン
サ部３０において位置情報Ｘ及び速度情報Ｘ’が実測される。加速度情報Ｘ”は、実測さ



(9) JP 2010-66065 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

れた速度情報Ｘ’を用いて算出することができる。
【００５５】
　例えば、特開２００５－１９５６１９号公報の「実施例１」が開示するような演奏操作
子用アクチュエータユニットでは、位置検出のための位置検出装置と、速度検出のための
速度検出装置とが別々に必要となるが、本応用例のアクチュエータユニットでは、１つの
検出装置で位置及び速度を同時検出することができる。
【００５６】
　なお、演奏者の鍵操作に対して所望のタッチ感を与える応用例について説明したが、実
施例の位置速度検出装置は、自動演奏ピアノに応用することもできる。自動演奏ピアノで
は、各鍵の奥側下方に配置したアクチュエータユニットのプランジャで鍵を突き上げるこ
とにより、無人の押鍵操作が行われる。自動演奏ピアノにおいて、鍵を駆動する力を精度
よくフィードバック制御するために、プランジャの位置情報と速度情報とが利用される。
自動演奏ピアノの鍵駆動用アクチュエータユニットにも、実施例の位置速度検出装置を組
み込むことができる。
【００５７】
　また例えば、電子ピアノ等の鍵盤楽器のペダルに対し、例えばアコースティックピアノ
のダンパーペダルの操作感に似た感触を付与するために、実施例の位置速度検出装置を組
み込んだアクチュエータユニットを配置することもできる。
【００５８】
　なお、鍵やペダル以外にも、楽器に用いられるピッチベンドホイール等の操作子や、さ
らに楽器に限らずゲーム機等に用いられる他の操作子に対し、操作感付与や自動操作を行
うアクチュエータに、実施例の位置速度検出装置を組み込むことができる。
【００５９】
　実施例の位置速度検出装置は、さらに、位置情報及び速度情報の双方を制御情報として
利用する制御機構に広く応用することができる。例えば、車両のサスペンション制御に応
用して安定走行に寄与することや、プリンタの動作制御に応用して高速かつ静かなプリン
ト動作を行うことや、調理や調剤等に用いられる攪拌機器の良好な制御に寄与することが
できよう。
【００６０】
　以上実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではない。
例えば、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明であろう。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】図１Ａ及び図１Ｂは、それぞれ、実施例の位置速度検出装置の長さ方向概略断面
図及び横方向概略断面図であり、図１Ｃは、ボビン、磁気シールド部材及び磁気センサを
示す概略斜視図である。
【図２】図２Ａは、速度検出用コイルに生じる誘導起電力を概略的に示すグラフであり、
図２Ｂは、磁石部材の移動に伴う位置検出用磁気センサの出力信号を概略的に示したグラ
フであり、図２Ｃは、位置検出用磁気センサの出力信号の処理の流れを示すダイアグラム
である。
【図３】図３Ａ～図３Ｃは、磁石部材と、速度検出用コイル及び位置検出用磁気センサと
の移動態様を示すダイアグラムである。
【図４】図４Ａ及び図４Ｂは、それぞれ、応用例のアクチュエータユニットの長さ方向概
略断面図及び概略平面図であり、図４Ｃは、鍵とアクチュエータユニットとの配置例を概
略的に示すダイアグラムである。
【符号の説明】
【００６２】
１　ボビン
２　速度検出用コイル
３　磁石部材
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３ａ　速度検出用磁石
３ｂ　位置検出用磁石
４　位置検出用磁気センサ
５　磁気シールド部材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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